
○津幡町私立大学等誘致推進補助金交付要綱

平成30年3月26日

津幡町告示第24号

(目的)

第1条　この要綱は、町内において大学等の設置等をする学校法人等に対して補助金を交付することにより、大学等の誘

致を推進し、もって教育、文化、スポーツの振興と、若年層の人口増加を図り、町の賑わい創出と活力ある地域社会

の建設に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)　学校法人等　私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人、同法第64条第4項に規定する者のう

ち、専修学校の設置を目的とする法人をいう。

(2)　大学等　学校法人等が設立する学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、高等

学校及び専門課程を置く専修学校をいう。

(3)　学部、学科等　大学の学部及び学科、短期大学、高等専門学校、高等学校の学科、専門課程を置く専修学校の教

育上の基本となる組織及び教育上の基本となる組織に置かれる学科をいう。

(4)　校舎等　校舎、体育館、運動場等、学校法人等が直接教育の用に供する施設をいう。

(5)　学生等　当該大学等に在籍する学生及び生徒をいう。

(補助対象者)

第3条　補助金の交付の対象となる学校法人等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる学校法人

等で、町長が認める者とする。

(1)　大学等の新設や、学部、学科等の新設、町外の既設大学等の全部又は一部の学部、学科等の移転に伴い、町内に

校舎等を設置する学校法人等

(2)　学生等のための寄宿舎等、本町の定住人口の増加に資する施設のうち、町長が認める施設(以下「寄宿舎等」と

いう。)を校舎等の附属施設として町内に設置する学校法人等

(補助金の額)

第4条　補助金の額は、前条第1号の場合は大学等の開設後、最初の5月1日時点での当該学部、学科等の在籍者数、同条

第2号の場合は寄宿舎等の開設後、最初の5月1日時点での当該施設での居住者数に40万円を乗じた額とする。ただし、

前条第1号のうち、大学等の新設や学部、学科等の新設の場合においては、大学等の就業年限分を継続して交付するも

のとし、継続分については5月1日時点の学生等数から、過年度に対象とした学生等数を控除した数を乗じて得た額と

する。

2　補助金の額は、校舎等の設置に際し取得した土地、建物の取得費のうち、本要綱の施行日から大学等の開設をした日

の属する年度の前年度までに要した取得費の10分の1以内の額とし、同一の補助対象者に対し2億円を上限とする。

3　単年度の補助金の額が5,000万円を超える場合は、交付を決定した年度から起算して3年を限度に分割して交付するこ

とができる。この場合において、各年度における分割の割合は、町長が定める。

(事業計画書)

第5条　補助金の交付を申請しようとする学校法人等は、大学等を開設する日が属する年度の前々年度末までに津幡町私

立大学等誘致推進補助金事業計画書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1)　大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面並びに校舎等の配置図及び平面図

(2)　学校法人等の登記事項証明書

(3)　学校法人等の寄附行為

(4)　事業の工程表

(5)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の申請)

第6条　前条の事業計画書を提出した学校法人等が、補助金の交付を受けようとするときは、大学等の開設等をした日か

ら3月以内に、津幡町私立大学等誘致推進補助金交付申請兼実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて提出しなけれ

ばならない。

(1)　事業実績書(様式第1号)

(2)　建築確認申請に係る検査済証の写し

(3)　事業の実施に当たり、所轄庁の認可が必要とされている場合にあっては、当該認可の通知書の写し

(4)　不動産の取得に要した経費が分かる書類

(5)　対象となる学生等数を証する書類

(6)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条　町長は補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助

金の交付の適否及び額を決定する。

2　町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、津幡町私立大学等誘致推進補助金交付決定兼確定通知書

(様式第3号)により、不交付を決定したときは、津幡町私立大学等誘致推進補助金不交付決定通知書(様式第4号)によ

り申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条　前条の規定による交付決定を受けた学校法人等は、津幡町私立大学等誘致推進補助金請求書(様式第5号)を提出

するものとする。

(交付決定の取消し等)



第9条　町長は、補助金の交付の決定を受けた学校法人等が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又

は補助金の交付の決定の内容に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条　町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既

に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限等)

第11条　補助金の交付を受けた学校法人等は、当該補助金の対象となった校舎等の設置に際し取得した不動産について

は、町長の承認を受けないでその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただ

し、当該補助金の全部に相当する金額を町に納入した場合並びに当該補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を

勘案して町長が認める期間を経過した場合は、この限りでない。

2　町長は、前項本文に規定する不動産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供す

ることを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還させることがあ

る。

(状況報告等)

第12条　町長は、補助金の交付を受けた学校法人等に対し、必要に応じ、大学等の開設等の状況について報告を求め、

又は調査を行うことができる。

(雑則)

第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1　この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2　この要綱は、平成40年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付の申請をした学校法人等に

ついては、なお従前の例による。

様式第1号(第5条、第6条関係)

https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005212.rtf
https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005212.rtf






様式第2号(第6条関係)

https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005213.rtf
https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005213.rtf


様式第3号(第7条関係)

https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005214.rtf
https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005214.rtf


様式第4号(第7条関係)

https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005215.rtf
https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005215.rtf


様式第5号(第8条関係)

https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005216.rtf
https://www1.g-reiki.net/tsubata/reiki_honbun/word/i123FG00005216.rtf



